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ときわ台の景観を守る会 

    ときわ台まちづくり委員会 

  代 表  鈴木博之 近藤洋子 

事務局  島田晴子 tel・fax  3960‐3869 

ざ 

振
込
用
紙
で
の
協
力
金
お
願
い
の

開
始
か
ら
二
週
間
あ
ま
り
で
の
結
果

は
左
記
の
通
り
。
素
晴
ら
し
い
！ 

こ
の
数
は
、
時
間
切
れ
で
裁
判
に

踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情

も
あ
り
、
皆
様
の
ご
意
見
に
つ
い
て

十
分
な
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
私
た

ち
を
勇
気
付
け
る
に
余
り
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。 

世
田
谷
で
も
環
境
破
壊
の
マ
ン
シ

ョ
ン
に
訴
訟
の
件
が
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
私
た
ち
の
行
動
は
間
違
っ
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

振
込
用
紙
に
書
い
て
い
た
だ
い
た

ご
意
見
の
一
部
を
紹
介
す
る
。 

 

常
盤
台
が 

東
京
都
の
「
お
し
ゃ
れ
な 

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
」
の

指
定
地
区
に
内
定
！ 

ま
だ
都
か
ら
の
正
式
発
表
は

な
い
が
、
内
々
で
下
準
備
を

進
う
ね
ん
め
て
い
る
。 

○ 上野 泰“あかり展” 

       in ときわ台 
 

時 １０月２日（金）～１０月４日（日） 

    午後４：００～７：００ 

所  常盤台１－３２－２ 澤地邸 

 

主催 ときわ台の景観を守る会 

    ときわ台まちづくり委員会 
  

練馬区向山との、まちづくり交流の一環と

して向山の住人上野さんの個展を企画しま

した。秋の“あかり”をお楽しみください。 

○ 景観法勉強会のお知らせ 
 

９月２７日（日）１０：３０～１２：００ 

常盤台集会所（常盤台介護支援センター）２F 
  

「景観法の概要と仕組み」 
講師 清水正俊さん 

（東京都景観アドバイザー） 

板橋区が景観行政団体となり、常盤台を景観重点

地区に指定する方向での勉強会です。無料。 

 

 

 

 

○ 藤和マンション行政訴訟 

第３回口頭弁論終わる  
 

 ８月２７日（木）第 3 回口頭弁論が行われた。 

傍聴席は満員の盛況。なぜか、直前まで他の裁

判を傍聴していた人たちが退席しないのだ。常

盤台の裁判に関心があったのだろうか。最近、

裁判傍聴が一般市民の間で流行っているとか。

「今日のこの法廷が面白そう」というミーハー

的なノリで傍聴するらしい。しかし、真面目そ

うな若者達だったので、大学の授業で参観して

いたのかも知れない。とにかく傍聴席は超満員

だった。 

 今回、被告の日本建築センターから、建物が

完成しているので、訴訟の利益が無いというこ

とで、訴訟却下を求めてきた。行政訴訟ではそ

ういうこともあるらしい。実に変な話だ。 

 訴えの間も工事を止めることはできず、前置

主義のために何ヶ月もかけねばならないのに、

建ってしまえば時間切れとは言えないはずだ。

そんな理不尽が、建設業界に有利なようにまか

り通っている。しかも被告の日本建築センター

本人が完成の検査済み証を発行しているのだ。

早く道理の通る国になってほしいものだ。 

 次回 10 月 20 日（火） 

  東京地裁 522 号法廷 傍聴にご参加を！ 
 

 

○ プロムナードの維持 

 前号でも街路樹の大切さを述べましたが、

常盤台の優れた都市設計の一つが、住宅地を

一周するプロムナード。中央に並木を配し、

貴重な緑陰を提供してくれています。 

 しかし車社会になるにつれ、出入りに邪魔

になると言って、樹木の伐採・移動を区に申

し入れる人も出てきました。厳密な条例も無

い現在、区も苦情を無視できないのですが、

希望通りに受け付ければプロムナードは無

くなってしまいます。 

以前にも東板橋公園へのプラタナス移植

について私達は区や移植希望の方と話し合

いをしました。今回、また移植の希望者があ

るということで、私達「まちづくり委員会」

と「しゃれ街協議会」が合同で、区の土木課

に対し、まちづくりに関わる団体としての意

見を伝えた結果、幸いにも移植を希望されて

いた方が常盤台の緑地維持に理解を示され、

今まで通り、ハンドルを何度も切る労を取っ

て下さるということになりました。良い結果

になったことに胸をなでおろしています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定
例
会 

十
月
十
日
（
土
）
七
時
～ 

 
 
 
 

 
 
 
 

一
・
二
丁
目
町
会
事
務
所 

 
 
 
 

   
 

 
常
盤
台
公
園
の
花
づ
く
り 

 

ロ
ー
タ
リ
ー
の
花
壇
は
、
今
年
は
水
を
ま
い

て
く
れ
る
人
も
な
い
ま
ま
、
十
一
月
の
植
え
替

え
を
待
た
ず
に
九
月
末
に
七
色
ト
ウ
ガ
ラ
シ

な
ど
に
植
え
替
え
ら
れ
ま
し
た
。 

二
、
三
年
前
は
私
達
が
公
園
か
ら
遠
征
し

て
、
ロ
ー
タ
リ
ー
の
水
撒
き
な
ど
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
は
公
園
だ
け
で
手
一
杯
で
す
。
今
年

も
草
取
り
・
ご
み
拾
い
は
何
回
か
し
ま
し
た

が
、
水
遣
り
ま
で
は
手
が
足
り
ず
、
残
念
で
し

た
が
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

ロ
ー
タ
リ
ー
の
美
化
・
保
全
に
は
商
店
街
の

努
力
が
不
可
欠
と
思
い
ま
す
が
、
不
在
地
主
の

増
え
た
現
今
、
そ
れ
を
期
待
す
る
の
は
無
理
の

よ
う
で
す
。
か
と
い
っ
て
新
し
く
増
え
た
マ
ン

シ
ョ
ン
の
住
人
が
し
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
植
物
は
植
え
る
こ
と
よ
り
も
後
の
管
理
・

手
入
れ
が
大
事
な
の
で
す
。 

巨
大
な
立
て
看
板
や
、
噴
水
設
備
の
老
化
、

何
よ
り
も
不
法
駐
輪
の
問
題
な
ど
、
駅
前
ロ
ー

タ
リ
ー
に
は
、
ま
だ
ま
だ
未
解
決
の
問
題
が
沢

山
あ
り
ま
す
。 

常
盤
台
公
園
で
は
サ
ク
ラ
の
落
葉
が
始
ま

り
、
茂
み
で
は
虫
達
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

流
行
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
秋
の
風
情
を
楽
し

み
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 

バ
ザ
ー
の
報
告 

 

八
月
三
十
日
（
日
）
バ
ザ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。

皆
様
の
ご
好
意
で
品
物
も
た
く
さ
ん
集
ま
り
、
感
謝

に
耐
え
ま
せ
ん
。 

一
〇
五
、
七
七
七
円
の
売
り
上
げ
に
な
り
ま
し
た
。 

い
つ
も
の
こ
と
で
す
が
、
今
回
も
多
々
反
省
点
が

あ
り
、
次
回
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
毛
糸
球

十
円
の
つ
も
り
が
途
中
で
百
円
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

お
客
様
、
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

来
年
も
選
挙
が
あ
る
よ
う
で
す
の
で
、
ま
た
宜
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

  
 

 

 
 

政
権
交
代 

 

 
 

ま
ち
づ
く
り
運
動
に
も
政
治
は
深
い
影
を
落
と
し
て

い
る
の
で
す
が
、
住
民
運
動
と
い
う
も
の
は
超
党
派
で
、

広
く
多
数
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
く
も
の
で
す
。 

板
橋
区
議
会
へ
の
陳
情
に
つ
い
て
も
、
議
員
へ
の
説

明
は
各
会
派
に
偏
ら
ず
平
等
に
行
な
っ
て
来
ま
し
た
。 

し
か
し
、
常
盤
台
の
北
口
駅
前
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン

反
対
署
名
五
七
０
０
人
の
意
向
を
、
相
変
わ
ら
ず
の
継

続
審
議
の
ま
ま
無
視
し
て
い
る
の
が
現
都
市
建
設
委
員

会
で
す
。
前
年
度
の
委
員
に
は
訳
あ
っ
て
説
明
に
行
か

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
新
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
よ
う
で

す
し
、
い
つ
か
は
板
橋
区
も
政
治
変
化
を
遂
げ
る
事
を

期
待
し
て
、
陳
情
内
容
の
説
明
に
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。

い
つ
も
同
じ
党
が
権
力
の
座
に
居
座
っ
て
い
れ
ば
腐
る

の
が
当
た
り
前
。
行
政
も
一
緒
に
腐
敗
し
て
い
く
。
国

政
レ
ベ
ル
で
の
問
題
は
、
都
政
・
区
政
の
レ
ベ
ル
で
も

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。 

今
回
の
政
権
交
代
は
ま
ず
出
だ
し
の
第
一
歩
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
政
治
へ
の
参
加
感
が
あ
っ
た
と
言
う
人
も
多

い
け
れ
ど
、
本
当
に
日
本
が
市
民
の
方
を
向
い
た
社
会

に
な
る
に
は
、
常
に
見
張
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。「
お
任
せ
民
主
主
義
」
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
普
通
の
市
民
が
主
体
な
の
で
す
。 

薬
害
訴
訟
の
福
田
衣
里
子
さ
ん
が
テ
レ
ビ
で
語
っ
て

い
ま
す
。
命
を
か
け
て
座
り
込
み
を
し
な
け
れ
ば
動
か

な
い
よ
う
な
政
治
を
変
え
た
い
、
と
。 

建
築
訴
訟
に
お
い
て
も
、
本
当
の
命
ま
で
は
か
け
な

い
け
れ
ど
、
全
国
で
死
屍
累
々
と
い
う
状
況
な
の
で
す
。

無
念
の
思
い
を
飲
み
込
ん
で
諦
め
た
人
達
の
為
に
も
、

こ
の
国
は
政
治
か
ら
変
え
な
け
れ
ば
・
・
・ 

                                
 

 
 

石
井
幹
子
さ
ん
も
常
盤
台
住
民
だ
っ
た 

 
東
京
タ
ワ
ー
や
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
で
有
名
な
石
井
幹
子
さ
ん
が
常
盤
台
に
住
ん

で
い
た
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。 

「
東
京
新
聞
」
夕
刊
一
面
に
九
月
一
日
か
ら
連
載

中
の
「
こ
の
道
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、

三
歳
か
ら
小
学
校
低
学
年
ま
で
、
常
盤
台
の
広
い
家

で
育
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
私
の
照
明
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
原
風
景
は
、

美
し
か
っ
た
常
盤
台
の
家
と
、
石
下
町
の
田
園
風
景
、

そ
し
て
塩
原
の
渓
谷
と
峰
、
雲
な
の
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

今
の
常
盤
台
を
見
て
、
石
井
さ
ん
は
ど
ん
な
感
想

を
持
つ
で
し
ょ
う
か
、
い
つ
か
お
聞
き
し
た
い
も
の

で
す
。 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

踏み切り際にどんどん高いマンションが立ち上がって行きます。日照被害・風害も出ています

が、規制緩和された建築基準法のもとでは、法的には問題がないとされてしまうのが現状です。 

 

＊ どうしてこんなに時間がかかるのか 

私達もタカラレーベンの民事訴訟で懲りていたのですが、どんな手段を使っても、建築業者

の利益は最大限守られるように法律はできています。そこには都市計画的な調和や景観や環

境といった高次なものの見方は全く捨て去られています。 

また、前置主義と言って、訴訟に踏み込む前に、開発審査会や建築審査会の審査を経なけれ

ば生らない仕組みになっているのです。審査員は行政庁の任命制です。中には住民側に立っ

た裁決も出ますが、圧倒的に行政側に有利な裁決が出されています。それに何ヶ月もかかり、

その間、建物はどんどん建ってしまうのです。 

裁判になってからも、裁判所・被告側弁護士・原告側弁護士の日程が揃わなければ法廷は開

かれません。慎重にやって欲しいと同時に、なんとか早められないのか、じりじりする思い

です。 

＊「景観ガイドライン」は有効ではないのか 

残念ながらこの街にガイドラインが施行される直前に建築確認されています。板橋区もガイ

ドライン成立を知りながら、開発にからんで業者に有利に許可を下ろしました。それで行政

不服訴訟にしたのです。 

＊踏み切り際の交通状態から、警察が待ったをかけないのか 

警察の許可はあきれたものでした。 

 

＊ 今後はどうなってしまうのか 

＊ 区は何もしないのか 

＊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルルームが隣の上板橋にできたのも、反対が強いのをはばかってのことでしょう。 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


